
目

次

公
安
委
員
会

○
交
番
、
警
察
官
駐
在
所
及
び
警
備
派
出
所
の
名
称
、
位
置
等
に
関
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
警

務

課
）
…
一

公

安

委

員

会

交
番
、
警
察
官
駐
在
所
及
び
警
備
派
出
所
の
名
称
、
位
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
十
月
二
十
五
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

成

田

晋

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号

交
番
、
警
察
官
駐
在
所
及
び
警
備
派
出
所
の
名
称
、
位
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

交
番
、
警
察
官
駐
在
所
及
び
警
備
派
出
所
の
名
称
、
位
置
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
八

月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）
（
交
番
の
名
称

及
び
位
置
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）
（
交
番
の
名
称

及
び
位
置
）

所
轄

警
察

署

名
称

位
置

所
轄

警
察

署

名
称

位
置

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

八
戸

警
察

署

八
戸
駅
前

交
番

小
中
野
交

番中
央
交
番

類
家
交
番

売
市
交
番

み
な
と
白

銀
交
番

下
長
交
番

階
上
交
番

八
戸
市
大
字
尻
内
町

字
館
田
二
番
地
二

八
戸
市
小
中
野
七
丁

目
十
番
五
号

八
戸
市
内
丸
一
丁
目

一
番
二
号

八
戸
市
類
家
三
丁
目

一
番
五
号

八
戸
市
売
市
二
丁
目

三
番
十
号

八
戸
市
大
字
白
銀
町

字
左
新
井
田
道
一
番

地
四

八
戸
市
下
長
二
丁
目

二
番
二
十
八
号

三
戸
郡
階
上
町
大
字

道
仏
字
耳
ヶ
吠
二
番

地
一

八
戸

警
察

署

八
戸
駅
前

交
番

小
中
野
交

番中
央
交
番

類
家
交
番

売
市
交
番

み
な
と
白

銀
交
番

下
長
交
番

階
上
交
番

八
戸
市
大
字
尻
内
町

字
館
田
二
番
地
二

八
戸
市
小
中
野
七
丁

目
十
番
五
号

八
戸
市
大
字
堀
端
町

三
番
地
十
三

八
戸
市
類
家
三
丁
目

一
番
五
号

八
戸
市
売
市
二
丁
目

三
番
十
号

八
戸
市
大
字
白
銀
町

字
左
新
井
田
道
一
番

地
四

八
戸
市
下
長
二
丁
目

二
番
二
十
八
号

三
戸
郡
階
上
町
大
字

道
仏
字
耳
ヶ
吠
二
番

地
一

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 号外第61号令和元年10月25日 金曜日

号
外
第
六
十
一
号

令
和
元
年十

月
二
十
五
日

（
金
曜
日
）
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行
所
・
発
行
人
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青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
七
十
三
銭


